
公益社団法人 福島県栄養士会定款 施行細則 

  

第1章  総  則 

 

 （目 的） 

 第１条 この細則は定款４９条により会務の執行に必要な事項を定める。  

 （職域協議会）  

 第２条 定款３７条により次の職域協議会を置く。  

 （１）学校健康教育（２）公衆衛生（３）研究教育（４）フリーランス・栄養関連企業等  

 （５）医療（６）福祉  

 ２ 前項の協議会は公益社団法人福島県栄養士会（職域名）協議会という。  

 ３ 職域協議会に会長を置き職域毎に定める会則により運営する。  

 （支 部） 

 第３条 定款３８条により次の支部を置く。  

 （１）県北支部（２）県南支部 （３）会津支部（４）相双支部   （５）いわき支部  

２ 前項の支部は公益社団法人福島県栄養士会（支部名）支部という。  

 ３ 支部に支部長を置き支部毎に定める会則により運営する。  

 （職域協議会及び支部による理事候補の確保） 

 第４条 職域協議会及び支部は、定款第２４条第１項の理事選任決議に付される次の各号

の員数の候補を得るよう努めなければならない。  

 （１）学校健康教育         １人以上  

 （２）公衆衛生           １人以上  

 （３）研究教育           １人以上  

 （４）フリーランス・栄養関連企業等 １人以上  

 （５）医療             １人以上  

 （６）福祉             １人以上  

 （７）県北支部           １人以上  

 （８）県南支部           １人以上  

 （９）会津支部           １人以上  

 （10）相双支部           １人以上  

 （11）いわき支部          １人以上  

 



第２章  会費及び負担金 

 

（入会金及び会費） 

第５条 定款第９条による会費は次のように定める。  

 （１）入会金                  １，０００円 

 （２）正会員費  年額（公社）福島県栄養士会  ７，５００円 

            （公社）日本栄養士会   ６，５００円 

 （３）賛助会員費  年額   一口 １０，０００円（2口以上） 

（会費の納入） 

第６条 会員は翌年の会費を前年度の３月３１日までに納入しなければならない。  

（負担金） 

第７条 本会の研修会、その他の集会に必要な経費の一部または全部を参加した会員に負

担させることができる。 

 ２ 前項の負担額は別途協議するものとする。 

 

第３章  運営事業費 

 

（職域協議会及び支部運営事業費）  

第８条 職域協議会長及び支部長は会長に対し、２月末日までに、翌年度分の事業計画及

び収入支出予算案を示し、職域協議会運営事業費若しくは支部運営事業費を申請す

ることができる。 

ただし、正当な理由があるときは、理事会の承認を得て期日を延長することがで

きる。 

 ２ 理事会は、申請を基に審査して、承認したときは各運営事業費を交付することがで

きる。 

３ 運営事業費を受理した職域協議会長又は支部長は、当該年度の３月３１日までに会長

に対し、事業報告及び収入支出決算書を提出しなければならない。 

 ただし、正当な理由があるときは、理事会の承認を得て、期日を延長することができ

る。 

 

第４章  執行機関 

 

 （部の設置） 

第９条 本会は事業の執行にあたり、総務、広報、研修、事業の各部を置く。  

２ 部長は理事の互選により選出する。 

 ３ 会長、副会長、常務理事は常務理事会を組織し、会務の執行について協議するもの

とする。 

 



(委員会の設置) 

第１０条 理事会が必要と認めた時は委員会を設置することができる 

 

第５章  旅費規定 

 

（旅費規定） 

第１１条 次の会議等に出席する場合、その出席旅費を支給するものとする。  

 （１）理事会 

 （２）役員会議 

 （３）支部及び協議会の要請による理事の出張、会議  

 （４）上記以外の役員及び職員の出張  

 （５）その他会長が必要と認めたもの  

 ２ 前項で支給する旅費の基準は理事会において定める。 

 

第６章 基本財産管理規定 

 

（基本財産管理規定）  

第１２条 理事及び職員は、本会の財産の管理について善良なる管理者の注意義務を払う

とともに、法令及び定款に従い、忠実に職務を執行しなければならない。  

２ 基本財産の管理責任者は、会長とする。  

３ 会長は、総務担当理事に財産の管理事務を行わせることができる。  

４ 基本財産の管理については、台帳を備え、その増減を記帳整理しなければならない。 

５ 基本財産の管理責任者は、財産に移動があった都度又は月末に記帳整理し、常に財

産整理の状況を把握しておかなければならない。  

６ 基本財産の管理責任者は、毎事業年度終了後、速やかに会計事務規程第３４条に規

定する財産目録を作成しなければならない。  

７ 基本財産のうち、現金は、確実な銀行に預け入れて保管するものとする。  

８ 本会の基本財産にあっては、本会の経営・収支状況に照らし、やむを得ないと認め

られる理由がある場合に限り、処分または担保に提供することができる。  

９ 前項の処分または担保提供については、本会の定款第４０条第２項の規定に基づき、

理事会において決議に加わることのできる理事の３分の２以上の決議を得なければ

ならない。  

10 基本財産から生ずる果実は、事業費、管理費等に充当するものとする。  

11 基本財産の管理運用方法については、毎事業年度ごとの理事会の決議により定め、

会長は、その決議された方法に従い、管理運用を行うものとする。  

12 会長は、基本財産の運用替えを行った際には、直後の理事会に報告し、その承認を

得るものとする。 

13 基本財産の保持を図るため、事務を担当する職員は、金融機関の信用情報など必要 

な情報の収集を行い、これを会長及び理事に報告するものとする。 



附則 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 一部改正（第４条） 平成２６年２月２日から施行する。 

一部改正（第４条） 令和３年６月１２日から施行する。 

一部改正（第６条） 令和３年１１月６日から施行する。  

一部改正（第 2 条、第 4 条） 令和 7 年 2 月 1 日から施行する。  


